
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

及
び
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参

議

院

財

政

金
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委

員

会

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
律
案
の
成
立
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
、
当
該
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会

の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
特
例
公
債
の
発
行
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
将
来
世
代
に
負
担
を
先
送
り
す
る
特
例

公
債
の
発
行
に
当
た
っ
て
は
、
財
政
規
律
の
維
持
に
留
意
し
、
野
放
図
な
発
行
を
厳
に
慎
み
、
発
行
額
の
抑
制
に
努
め
る
こ

と
に
よ
り
、
子
や
孫
の
世
代
に
対
す
る
責
任
を
果
た
す
よ
う
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
平
成
三
十
三
年
度
以
降
は
、

財
政
法
第
四
条
の
原
則
に
基
づ
き
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

日
本
国
憲
法
で
予
算
の
単
年
度
主
義
を
定
め
る
意
義
に
鑑
み
、
財
政
規
律
の
維
持
、
特
例
公
債
発
行
額
の
抑
制
は
、
財
政

民
主
主
義
に
基
づ
く
国
会
の
責
務
で
あ
り
、
権
能
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
再
考
の
府
で
あ
る
参
議
院
と
し
て
、
平
成
二
十

八
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
特
例
公
債
の
発
行
に
対
す
る
抑
止
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
政
府
は
、
財
政

規
律
維
持
の
観
点
か
ら
必
要
な
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
。

一

政
府
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
に
黒
字
化
す
る
目
標
の
実
現
に

向
け
て
万
全
を
尽
く
す
た
め
、
中
長
期
の
財
政
健
全
化
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
、
法
制
化
を
含
め
検
討
す
る
こ
と
。

一

大
量
の
国
債
発
行
が
継
続
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
国
債
価
格
の
長
期
的
な
安
定
化
に
向
け
て
注
視
す
る
と
と
も
に
、
財

政
の
健
全
化
と
投
資
家
の
多
様
化
に
向
け
て
一
層
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


